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        飯能市工事希望型指名競争入札における設計提案方式実施要領 

    に関する運用基準 

                                             （平成１３年２月１５日決裁）

１ 趣 旨 

    この基準は、飯能市工事希望型指名競争入札における設計提案方式実施要領（平

成１３年告示第３３号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 標準手続日数 

  工事希望型指名競争入札設計提案方式による手続の標準日数については、別記１

「標準手続日数」を参考とするものとする。 

 

   附 則 

  この基準は、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年３月１０日決裁） 

 この基準は、平成１６年４月１日から適用する。 
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別記１ 

標 準 手 続 日 数 

 

 

   参加申込みの通知  

                                 ２日 

設計提案説明会 

                                １４日 

  申込書等の提出期限 

                                  

設計提案に対するヒアリング 

                                １０日 

指名業者資格審査会 

                                  

指名又は非指名の通知 

                         ７日 

設計提案が適正でないと 

認めた理由の説明請求 

 １５日                             ７日 

理由の説明請求の回答 

                                 ７日 

入    札 

設計提案が適正でないと 

認めた理由の再説明請求 

                                ６０日 

理由の再説明請求の回答 

 


